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(注１)　本書中の「公開買付者」及び「当社」とは、ＳＣＳＫ株式会社をいいます。

(注２)　本書中の「対象者」とは、株式会社ベリサーブをいいます。

(注３)　本書中の「法」とは、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。)をいいます。

(注４)　本書中の「令」とは、金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。)をいいま

す。

(注５)　本書中の「府令」とは、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成２年大蔵省

令第38号。その後の改正を含みます。)をいいます。

(注６)　本書中の「株券等」とは、株式に係る権利をいいます。

(注７)　本書中の記載において、日数又は日時の記載がある場合は、特段の記載がない限り、日本国における日数又

は日時を指すものとします。
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１ 【公開買付届出書の訂正届出書の提出理由】

平成31年２月１日付で提出いたしました公開買付届出書の記載事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、こ

れを訂正するため、法第27条の８第１項の規定に基づき、公開買付届出書の訂正届出書を提出するものです。

　

２ 【訂正事項】

I　公開買付届出書

　　第１　公開買付要項

　　　５　買付け等を行った後における株券等所有割合

　　第３　公開買付者及びその特別関係者による株券等の所有状況及び取引状況

　　　１　株券等の所有状況

　　　　(1) 公開買付者及び特別関係者による株券等の所有状況の合計

　　　　(3) 特別関係者による株券等の所有状況(特別関係者合計)

　　　　(4) 特別関係者による株券等の所有状況(特別関係者ごとの内訳)

　　　　　②　所有株券等の数

 

　II　公開買付届出書の添付書類

　　平成31年２月１日付公開買付開始公告

　

３ 【訂正前の内容及び訂正後の内容】

訂正箇所には下線を付しております。
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Ⅰ　公開買付届出書

第１ 【公開買付要項】

５ 【買付け等を行った後における株券等所有割合】

(訂正前)

区分 議決権の数

買付予定の株券等に係る議決権の数(個)(a) 23,166

ａのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(b) ―

ｂのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権の数

(個)(c)
―

公開買付者の所有株券等に係る議決権の数（平成31年２月１日現在）(個)(d) 29,000

ｄのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(e) ―

ｅのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権の数

(個)(f)
―

特別関係者の所有株券等に係る議決権の数（平成31年２月１日現在）(個)(g) 235

ｇのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(h) ―

ｈのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権の数

(個)(i)
―

対象者の総株主等の議決権の数（平成30年９月30日現在）(個)(j) 52,153

買付予定の株券等に係る議決権の数の総株主等の議決権の数に占める割合

(a/j)(％)
44.41

買付け等を行った後における株券等所有割合

((a＋d＋g)/(j＋(b－c)+(e－f)+(h－i))×100)(％)
100.00

 

(注１)　「買付予定の株券等に係る議決権の数(個)(a)」は、本公開買付けにおける買付予定の株券等の数に係る議決

権の数を記載しております。

(注２)　「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(平成31年２月１日現在)(個)(g)」は、各特別関係者(ただし、

特別関係者のうち法第27条の２第１項各号における株券等所有割合の計算において府令第３条第２項第１号

に基づき特別関係者から除外される者(以下「小規模所有者」といいます。)を除きます。)が所有する株券等

に係る議決権の数の合計を記載しております。なお、特別関係者の所有株券等(ただし、対象者が所有する自

己株式を除きます。)も本公開買付けの対象としているため、「買付け等を行った後における株券等所有割

合」の計算においては、「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(平成31年２月１日現在)(個)(g)」は分

子に加算しておりません。なお、当社は本書提出後に特別関係者の所有する対象者の株券等を確認のうえ、

本書の訂正が必要な場合には、本書に係る訂正届出書を提出する予定です。

(注３)　「対象者の総株主等の議決権の数(平成30年９月30日現在)(個)(j)」は、対象者が平成30年11月５日に提出し

た第18期第２四半期報告書に記載された平成30年９月30日現在の総株主の議決権の数(１単元の株式数を100

株として記載されたもの)です。ただし、単元未満株式も本公開買付けの対象としているため、「買付予定の

株券等に係る議決権の数の総株主等の議決権の数に占める割合」及び「買付け等を行った後における株券等

所有割合」の計算においては、本四半期決算短信に記載された平成30年12月31日現在の対象者の発行済株式

総数(5,216,800株)から、同日現在の対象者が所有する自己株式数(191株)を控除した株式数(5,216,609株)に

係る議決権の数(52,166個)を「対象者の総株主等の議決権の数(平成30年９月30日現在)(個)(j)」として計算

しております。

(注４)　「買付予定の株券等に係る議決権の数の総株主等の議決権の数に占める割合」及び「買付け等を行った後に

おける株券等所有割合」については、小数点以下第三位を四捨五入しております。
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(訂正後)

区分 議決権の数

買付予定の株券等に係る議決権の数(個)(a) 23,166

ａのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(b) ―

ｂのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権の数

(個)(c)
―

公開買付者の所有株券等に係る議決権の数（平成31年２月１日現在）(個)(d) 29,000

ｄのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(e) ―

ｅのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権の数

(個)(f)
―

特別関係者の所有株券等に係る議決権の数（平成31年２月１日現在）(個)(g) 225

ｇのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(h) ―

ｈのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権の数

(個)(i)
―

対象者の総株主等の議決権の数（平成30年９月30日現在）(個)(j) 52,153

買付予定の株券等に係る議決権の数の総株主等の議決権の数に占める割合

(a/j)(％)
44.41

買付け等を行った後における株券等所有割合

((a＋d＋g)/(j＋(b－c)+(e－f)+(h－i))×100)(％)
100.00

 

(注１)　「買付予定の株券等に係る議決権の数(個)(a)」は、本公開買付けにおける買付予定の株券等の数に係る議決

権の数を記載しております。

(注２)　「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(平成31年２月１日現在)(個)(g)」は、各特別関係者(ただし、

特別関係者のうち法第27条の２第１項各号における株券等所有割合の計算において府令第３条第２項第１号

に基づき特別関係者から除外される者(以下「小規模所有者」といいます。)を除きます。)が所有する株券等

に係る議決権の数の合計を記載しております。なお、特別関係者の所有株券等(ただし、対象者が所有する自

己株式を除きます。)も本公開買付けの対象としているため、「買付け等を行った後における株券等所有割

合」の計算においては、「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(平成31年２月１日現在)(個)(g)」は分

子に加算しておりません。

(注３)　「対象者の総株主等の議決権の数(平成30年９月30日現在)(個)(j)」は、対象者が平成30年11月５日に提出し

た第18期第２四半期報告書に記載された平成30年９月30日現在の総株主の議決権の数(１単元の株式数を100

株として記載されたもの)です。ただし、単元未満株式も本公開買付けの対象としているため、「買付予定の

株券等に係る議決権の数の総株主等の議決権の数に占める割合」及び「買付け等を行った後における株券等

所有割合」の計算においては、本四半期決算短信に記載された平成30年12月31日現在の対象者の発行済株式

総数(5,216,800株)から、同日現在の対象者が所有する自己株式数(191株)を控除した株式数(5,216,609株)に

係る議決権の数(52,166個)を「対象者の総株主等の議決権の数(平成30年９月30日現在)(個)(j)」として計算

しております。

(注４)　「買付予定の株券等に係る議決権の数の総株主等の議決権の数に占める割合」及び「買付け等を行った後に

おける株券等所有割合」については、小数点以下第三位を四捨五入しております。
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第３ 【公開買付者及びその特別関係者による株券等の所有状況及び取引状況】

１ 【株券等の所有状況】

(1) 【公開買付者及び特別関係者による株券等の所有状況の合計】

(訂正前)

 (平成31年２月１日現在)

 所有する株券等の数
令第７条第１項第２号に
該当する株券等の数

令第７条第１項第３号に
該当する株券等の数

株券 29,253(個) ―(個) ―(個)

新株予約権証券 ― ― ―

新株予約権付社債券 ― ― ―

株券等信託受益証券
(　　　)

― ― ―

株券等預託証券
(　　　)

― ― ―

　合計 29,253 ― ―

所有株券等の合計数 29,253 ― ―

(所有潜在株券等の合計数) (―) ― ―
 

(注１)　特別関係者である対象者は、平成31年２月１日現在、対象者普通株式191株を所有しておりますが、全て自己

株式であるため議決権はありません。

(注２)　上記「所有する株券等の数」には小規模所有者が所有する株券等に係る議決権の数18個を含めております。

なお、かかる議決権の数は、上記「第１　公開買付要項」の「５　買付け等を行った後における株券等所有

割合」において、「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(平成31年２月１日現在)(個)(g)」に含まれて

おりません。

(注３)　なお、当社は本書提出後に特別関係者の所有する対象者の株券等を確認のうえ、本書の訂正が必要な場合に

は、本書に係る訂正届出書を提出する予定です。

 

(訂正後)

 (平成31年２月１日現在)

 所有する株券等の数
令第７条第１項第２号に
該当する株券等の数

令第７条第１項第３号に
該当する株券等の数

株券 29,243(個) ―(個) ―(個)

新株予約権証券 ― ― ―

新株予約権付社債券 ― ― ―

株券等信託受益証券
(　　　)

― ― ―

株券等預託証券
(　　　)

― ― ―

　合計 29,243 ― ―

所有株券等の合計数 29,243 ― ―

(所有潜在株券等の合計数) (―) ― ―
 

(注１)　特別関係者である対象者は、平成31年２月１日現在、対象者普通株式191株を所有しておりますが、全て自己

株式であるため議決権はありません。

(注２)　上記「所有する株券等の数」には小規模所有者が所有する株券等に係る議決権の数18個を含めております。

なお、かかる議決権の数は、上記「第１　公開買付要項」の「５　買付け等を行った後における株券等所有

割合」において、「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(平成31年２月１日現在)(個)(g)」に含まれて

おりません。

 

EDINET提出書類

ＳＣＳＫ株式会社(E04830)

訂正公開買付届出書

5/8



 

(3) 【特別関係者による株券等の所有状況（特別関係者合計）】

(訂正前)

 (平成31年２月１日現在)

 所有する株券等の数
令第７条第１項第２号に
該当する株券等の数

令第７条第１項第３号に
該当する株券等の数

株券 253(個) ―(個) ―(個)

新株予約権証券 ― ― ―

新株予約権付社債券 ― ― ―

株券等信託受益証券
(　　　)

― ― ―

株券等預託証券
(　　　)

― ― ―

　合計 253 ― ―

所有株券等の合計数 253 ― ―

(所有潜在株券等の合計数) (―) ― ―
 

(注１)　特別関係者である対象者は、平成31年２月１日現在、対象者普通株式191株を所有しておりますが、全て自己

株式であるため議決権はありません。

(注２)　上記「所有する株券等の数」には小規模所有者が所有する株券等に係る議決権の数18個を含めております。

なお、かかる議決権の数は、上記「第１　公開買付要項」の「５　買付け等を行った後における株券等所有

割合」において、「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(平成31年２月１日現在)(個)(g)」に含まれて

おりません。

(注３)　なお、当社は本書提出後に特別関係者の所有する対象者の株券等を確認のうえ、本書の訂正が必要な場合に

は、本書に係る訂正届出書を提出する予定です。

 

(訂正後)

 (平成31年２月１日現在)

 所有する株券等の数
令第７条第１項第２号に
該当する株券等の数

令第７条第１項第３号に
該当する株券等の数

株券 243(個) ―(個) ―(個)

新株予約権証券 ― ― ―

新株予約権付社債券 ― ― ―

株券等信託受益証券
(　　　)

― ― ―

株券等預託証券
(　　　)

― ― ―

　合計 243 ― ―

所有株券等の合計数 243 ― ―

(所有潜在株券等の合計数) (―) ― ―
 

(注１)　特別関係者である対象者は、平成31年２月１日現在、対象者普通株式191株を所有しておりますが、全て自己

株式であるため議決権はありません。

(注２)　上記「所有する株券等の数」には小規模所有者が所有する株券等に係る議決権の数18個を含めております。

なお、かかる議決権の数は、上記「第１　公開買付要項」の「５　買付け等を行った後における株券等所有

割合」において、「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(平成31年２月１日現在)(個)(g)」に含まれて

おりません。
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(4) 【特別関係者による株券等の所有状況（特別関係者ごとの内訳）】

② 【所有株券等の数】

(訂正前)

＜前略＞

高橋　豊

 (平成31年２月１日現在)

 所有する株券等の数
令第７条第１項第２号に
該当する株券等の数

令第７条第１項第３号に
該当する株券等の数

株券 235(個) ―(個) ―(個)

新株予約権証券 ― ― ―

新株予約権付社債券 ― ― ―

株券等信託受益証券
(　　　)

― ― ―

株券等預託証券
(　　　)

― ― ―

　合計 235 ― ―

所有株券等の合計数 235 ― ―

(所有潜在株券等の合計数) (―) ― ―
 

＜後略＞

 

(訂正後)

＜前略＞

高橋　豊

 (平成31年２月１日現在)

 所有する株券等の数
令第７条第１項第２号に
該当する株券等の数

令第７条第１項第３号に
該当する株券等の数

株券 225(個) ―(個) ―(個)

新株予約権証券 ― ― ―

新株予約権付社債券 ― ― ―

株券等信託受益証券
(　　　)

― ― ―

株券等預託証券
(　　　)

― ― ―

　合計 225 ― ―

所有株券等の合計数 225 ― ―

(所有潜在株券等の合計数) (―) ― ―
 

＜後略＞
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II　公開買付届出書の添付書類

平成31年２月１日付公開買付開始公告

 
２．公開買付けの内容

(7) 公告日における公開買付者の所有に係る株券等の株券等所有割合及び公告日における特別関係者の株券等所有

割合並びにこれらの合計

 
(訂正前)

公開買付者 55.59％　特別関係者 0.45％　　　合計 56.04％

(注)　「公告日における特別関係者の株券等所有割合」は、各特別関係者(ただし、特別関係者のうち法第27

条の２第１項各号における株券等所有割合の計算において発行者以外の者による株券等の公開買付け

の開示に関する内閣府令(平成２年大蔵省令第38号。その後の改正を含みます。以下「府令」といいま

す。)第３条第２項第１号に基づき特別関係者から除外される者を除きます。)が所有する株券等に係

る議決権の数の合計に基づき計算しております。なお、当社は本公告後に特別関係者の所有する対象

者の株券等を確認のうえ、本公告の訂正が必要な場合には、本公告に係る訂正を行う予定です。

 
(訂正後)

公開買付者 55.59％　特別関係者 0.43％　　　合計 56.02％

(注)　「公告日における特別関係者の株券等所有割合」は、各特別関係者(ただし、特別関係者のうち法第27

条の２第１項各号における株券等所有割合の計算において発行者以外の者による株券等の公開買付け

の開示に関する内閣府令(平成２年大蔵省令第38号。その後の改正を含みます。以下「府令」といいま

す。)第３条第２項第１号に基づき特別関係者から除外される者を除きます。)が所有する株券等に係

る議決権の数の合計に基づき計算しております。

以上
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